
基本目標２

一人ひとりを尊重し、共に参画する社会を築く

211 人権尊重の社会づくり

212 男女共同参画社会の実現

互いに支え合い、共に生きるあたたかな福祉社会を築く

221 安心して子どもを生み育てることができる環境づくり

222 高齢者の自立支援と生きがいづくりの推進

223 障害者の自立支援と豊かな地域生活の実現

224 地域の保健・福祉を支える基盤づくり

健やかで安心な生活を守る

231 健康づくりと疾病予防対策の推進

232 安心で良質な医療の確保

233 食品の安全と生活衛生の確保



、 、県民一人ひとりが個々の人権を尊重し 社会の一員として責任を分かち合いながら

あらゆる分野に共に参画できる社会を実現する。

人権とは、誰もが生まれながらにして持っている基本的権利であり、人間が人間ら

しく生きていくための誰からも侵されることのない権利です。人権尊重の社会の実現

を目指して、人権についての正しい理解を深めていくための取組を進めていく必要が

あります。

また、男女が、互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、その個性と能力

を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が一層求められており、県民一人ひとり

が参画できる環境づくりが課題となっています。

○人権意識の高揚を図り、人権侵害のない社会をつくります。

○男女共同参画推進のための環境づくりや推進体制の充実を図ります。

目的実現に向けた取組の方向

目 的

現 状と 課 題

基本的人権の尊重

わからない,
4.8

無回答, 1.9

尊重されて
いない, 5.5

あまり尊重さ
れていない,

17.8

尊重されて
いる, 6.7

どちらともい
えない, 20.2

ある程度尊
重されてい

る, 43.1

資料：栃木県企画部「県政世論調査」（平成17年度）

0% 50% 100%

社会通念・慣習・

しきたりなどで

職場で

家庭生活で

法律や制度の上で

学校教育の場で

男性の方が優遇
平等になっている

女性の方が優遇

その他

男女の地位の平等感

資料：栃木県生活環境部「男女共同参画社会に関する

　　　　意識調査」（平成16年度)



２１１ 人権尊重の社会づくり

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

県民一人ひとりの人権意識の高揚が図られ、不当な差別や虐待などの人権が侵害されることの
ない社会を実現します。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○私たちの身のまわりには、女性・子ども・高齢者・障害者・同和問題・外国人・ＨＩＶ感染者
等をめぐる不当な差別や虐待などの人権問題が存在しています。

○近年、地域社会の連帯感や人間関係の希薄化といった社会の急激な変化等を背景として、虐待
などの人権侵害に対する救済を求める県民が増えています。

３ 施策の展開（施策の進め方）

人権意識の高揚
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律や栃木県人権尊重の社会づくり条例の趣旨にのっ

とり、市町村や学校との連携を図りながら、多様な機会を通じて人権教育及び人権啓発を実施
します。

○人権教育及び人権啓発に関する情報のデータベース化と提供

人権侵害の未然防止と被害者支援
人権侵害を受けている人や受けるおそれのある人に対する相談・支援体制を充実します。
○人権侵害に関する相談機関の充実及び虐待相談ネットワークづくりの支援

人権の侵害に関する相談件数

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H12 H13 H14 H15 H16

とちぎ権利擁護センター 相
談件数
配偶者暴力相談支援セン
ター相談件数
児童相談所の児童虐待相
談件数

（年度）

件

栃木県保健福祉部調べ
注：配偶者暴力相談支援センター は Ｈ１４設置

１，３２２
１，５８０

２，２１８

２，５４９

２，８３７



４ 成果指標（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10 年前

29.3 26.7 20.0 18.0人権が侵害されたと感じ －
た人の割合 （％) ( ) ( ) ( ) ( )※１ H12 H16 H22 H27

52.6 55.0 60.0体験・交流学習等を通じ － －
て人権についての理解を ( ) ( ) ( )H16 H22 H27
深めた児童生徒の割合
( )%

14 36 36虐待や暴力に関する相談 － １
窓口数 ( ) ( ) ( ) ( )※２ H11 H16 H22 H27

※１ 人権啓発イベント等に参加した者に対するアンケート調査結果
※２ 要保護児童対策地域協議会及び配偶者暴力相談支援センターの相談窓口数（県及び市町村）

（ ）人権が尊重される社会の実現 人権啓発イベント等の風景 写真

人権意識の高揚 人権侵害の未然
・人権教育 防止と被害者支援
・人権啓発

様々な人権問題
女性 子ども 高齢者 障害者
同和問題 外国人 ＨＩＶ感染者等

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 「栃木県人権施策推進基本計画（仮称 （H18～H22））」

イラスト
又は

写　　真

○人権教育及び人権啓発の実施
○人権侵害に関する相談・支援

学 校

○児童・生徒に対する人権教育
　の実施
○教職員の研修の充実

県
市町村

○従業員に対する啓発
○研修会やイベント等への参加

企 業

○相互の人権尊重
○研修会やイベント等への参加

県 民
家 庭



２１２ 男女共同参画社会の実現

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

男女が自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画し、共に責任を担い、個性と能力を発揮
することのできる社会を実現します。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○「男は仕事 「女は家庭」に代表される男女の固定的な役割分担意識は年々解消されてきていま」
すが、地域のしきたり等にはまだ根強く残っており、男女共同参画を阻害する要因となってい
ます。

○多くの女性が社会の様々な分野で活躍しているものの、政策・方針決定過程への参画は男性と
比べると依然として低く、女性の意思が政策・方針決定に十分反映されていない状況にありま
す。

○仕事と家庭、子育てとの両立のためには男性の参画が必要ですが、日常生活における家事や育
児の負担はまだ女性に大きく偏っています。

３ 施策の展開（施策の進め方）

男女共同参画社会実現のための基盤づくり
固定的な役割分担意識の解消や男女共同参画の視点をもった人づくりを進めます。
男女共同参画推進の活動拠点の充実や市町村等との連携による推進体制の確立を図ります。
○男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実
○男女共同参画の取組についての事業所の理解促進

女性がいきいきと参画できる環境づくり
女性が多様な能力を身につけて、社会のあらゆる分野に活動の幅を広げていくよう、能力開

発やネットワークづくりを進めるとともに、政策・方針決定過程への参画を進めます。
また、女性に対する暴力を根絶するための取組を進めます。
○女性の人材育成と様々な分野への参画の促進
○女性自立支援センター（仮称）の整備
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画による取組の推進

男女が共に輝く社会づくり
家庭生活、地域活動、就業の場において、男女がよりよいパートナーシップのもとに、あら

ゆる分野に共に参画し、個性と能力を発揮できる環境づくりを推進します。
○家庭・就業の場における男女共同参画の環境整備促進

父 親 の 働 き 方 と育 児 参 加

11.2

46.2

37.2

4.1

26.6

52.9

16.7

3.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

仕 事 優 先

ど ち ら か と い え ば 仕 事 優 先

仕 事 と育 児 を同 等 に 重 視

ど ち ら か と い え ば 育 児 優 先

（％ ）

実 際
理 想

資 料 ：栃 木 県 生 活 環 境 部 「男 女 共 同 参 画 社 会 に 関 す る 意 識 調 査 」（平 成 １６年 ）



４ 成果指標（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目標 長期目標10

20.1 26.1 31.1 35.0 40.0審議会等における女性委
員の割合 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )※１ % H6 H11 H16 H22 H27

59.2 77.3 100 100「男女共同参画地域推進 －
員」 登録者がいる市町 ( ) ( ) ( ) ( )※２ H12 H16 H22 H27
村の割合(％)

16.6 20.0 25.0男女の地位が平等になっ － －
ていると感じている者の ( ) ( ) ( )H16 H22 H27
割合( )%

※１ 県の附属機関（全委員の９割以上が充て職委員で占められている機関を除く ）における女性委員の割合。
※２ 男女共同参画社会の実現を目指し、地域において自主的に活動する者(知事が委嘱）

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 「とちぎ男女共同参画プラン（二期計画 （仮称 」(H18～H22)） ）

○ 男 女 共 同 参 画 意 識 の 普 及 啓 発
○ 政 策 ・ 方 針 決 定 過 程 へ の 女 性 の
　 参 画 促 進
○ 男 女 共 同 参 画 に 向 け た 相 談 支 援

学 校

○ 男 女 の 平 等 を 推 進 す る 教 育 ・ 学 習 の
　 充 実
○ 性 別 に と ら わ れ な い 進 路 等 、 多 様 な
　 選 択 を 可 能 に す る 教 育 機 会 の 充 実

県
市 町 村○ 雇 用 に お け る 男 女 の 均 等 な 機 会 と

　 待 遇 の 確 保
○ 女 性 が 能 力 を 発 揮 し 、 働 き や す い
　 環 境 づ く り
○ 仕 事 と 家 庭 の 両 立 支 援 の た め の 環
　 境 づ く り

企  業

○ 男 女 共 同 参 画 意 識 の 向 上
○ 家 事 、 育 児 、 介 護 等 に 関 す る
　 男 女 の 相 互 協 力

県 民
家 庭

地  域

○ 性 別 役 割 分 担 意 識 に 基 づ く 慣 行 ・
　 慣 習 の 見 直 し
○ 男 女 共 同 参 画 に よ る ま ち づ く り

家庭・地域・職場における男女共同参画の促進

男女の人権の尊重 ○性を尊重する意識づくり 教育・学習機会の充実○ ○

女性の参画の拡大女性に対する暴力の根絶

男 女 共 同 参 画 社 会 の 実 現

男女共同参画社会の裾野を拡大

男女共同参画を阻害する要因の解消

 



すべての県民が家庭や地域の中で、その人らしい充実した生活を安心して送ること

ができるよう、互いに支え合い、共に生きる福祉社会を実現する。

少子高齢化の進行や個人の価値観の多様化に伴い、福祉を取り巻く環境は大きく変

化しており、すべての人が家庭や地域の中で、その人らしい自立した生活を安心して

送ることができる社会を築いていくことが重要になっています。

そこで、県民一人ひとりが互いに支え合い、家庭や地域などが連携することによっ

て、次の時代を担う子どもたちを安心して生み育て、そして、高齢者や障害者をはじ

め支援を必要とする人たちが住み慣れた地域で安心して暮らせる環境をつくっていく

ことが求められています。

○子育てに夢を持ち、次の時代を担う子どもたちを健やかに生み育てられる社会環境を整備します。

○高齢者が、住み慣れた地域で、生きがいを持ち、自立して暮らしていける環境づくりを進めます。

○障害者が、その人らしく自立して暮らし、積極的に社会参加できる環境づくりを進めます。

○住み慣れた地域で安心して生活できるよう地域の保健 医療 福祉を支える基盤づくりを進めます。・ ・

目的実現に向けた取組の方向

目 的

現 状と 課 題

　合　計　特　殊　出　生　率

1.44 1.44

1.41

1.48

1.43

1.4

1.38
1.37

1.39
1.38

1.34
1.36

1.33
1.32

1.29 1.29

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5
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資料：人口動態統計（厚生労働省）
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２２1 安心して子どもを生み育てることができる環境づくり

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

子育てに夢を持ち、次の時代を担う子どもたちを健やかに生み育てられる社会環境を整備しま
す。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○未婚化、晩婚化の傾向が一層進むととも
に、家庭や地域の養育力の低下が指摘さ
れています。また、保育サービスに対す
るニーズが多様化しています。

○児童虐待相談受付件数が急増し、その内
容も複雑・多様化しています。

○妊娠や出産、子育てに対する不安や、育
児に係る心理的・経済的な負担を強く感
じる人が増えています。また、働く女性
の仕事と家庭の両立の負担が大きな問題
となっています。

○離婚件数が高い水準にあり、近年、母子
家庭や父子家庭のいわゆるひとり親家庭
が増加しています。

３ 施策の展開（施策の進め方）

地域における子育て支援
地域における子育ての支援体制を充実するとともに、子育て家庭を社会全体で暖かく見守り

支える意識を醸成して、子どもたちが健やかに成長できる環境を整備します。
○地域の子育て支援拠点や放課後児童クラブの設置の促進
○県民のニーズに応じた多様な保育サービスの充実

援護を必要とする子育て家庭等への支援
児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応から、保護者への指導・支援、家族の再統合に至

るまでの総合的な支援体制を整備します。
、 。また ひとり親家庭等への子育て・生活・就労の支援など自立を促進する施策を充実します

○被虐待児の心のケアを図る心理療育施設の設置促進
○児童相談所等の体制強化及び市町村等関係機関との連携の強化

母子保健医療対策の充実
子どもの健やかな成長・発達を支援するため、母子保健医療や小児医療の充実を図るととも

に、相談体制を整備します。
また、思春期の男女が健やかに成長し、健全な母性・父性意識を養えるような相談体制や健

康教育を充実します。
○乳幼児医療費助成事業の充実 ○不妊や不妊治療に関する相談・支援の実施
○母子の健康を確保する健康診査、健康相談等の充実
○思春期教室の実施や思春期ピアカウンセリング 事業の充実※１

職業生活と家庭生活の両立の推進
父親の育児参加の促進や育児休業の取得促進など、男女ともに働きながら、子どもを生み育

てやすい環境づくりを推進します。

※１ 「ピア」とは「仲間」の意。価値観を共感・共有する同世代の仲間が、同じ思春期の子どもたちに対して、望ま
しい意思決定ができるように相談支援すること。

本県の未婚率の推移
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４ 成果指標（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10

16.2 38.6 53.0 70.0小学校の通学区域内に子 －
育て支援施設のある地域 ( ) ( ) ( ) ( )H12 H16 H22 H26
の割合（％）

44.8 64.2 80.0 90.0延長保育を実施している －
保育所の割合（％） ( ) ( ) ( ) ( )H12 H16 H22 H26

2.0 18.4 45.0 60.0フ ァ ミ リ ー・ サポート・ センター ※２設置 －
市町村の割合（％） ( ) ( ) ( ) ( )H12 H16 H22 H26

※２ 育児や介護に関して、援助を行いたい人と受けたい人とが会員となって相互に支え合う組織

保育所での子どもたちの様子

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 栃木県次世代育成支援対策行動計画「とちぎ子育て支援プラン （H17～H21）」

イラスト
又は

写　　真

○保育サービスをはじめとする
　子育て支援サービスの充実
○児童虐待の未然防止、早期発見・早
　期対応と被虐待児童の保護・支援
○母子保健医療体制の充実

地域・ＮＰＯ・
ボランティア

○地域住民や民間団体などによる
　子育ての相互援助体制の充実
○保育所や幼稚園などが持つ子育
　て支援機能の地域への開放
○児童虐待の未然防止と被虐待児
　童の支援

県
市町村

○従業員が育児休業を取得しやすい
　環境づくり
○出産や育児などで退職した女性が
　再就職しやすい環境づくり

企 業

○家族の協力による育児の実践
○親から子へ家庭の素晴らしさ
　や子育ての喜びの伝達

県 民



２２２ 高齢者の自立支援と生きがいづくりの推進

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

高齢者が、できる限り住み慣れた地域で、いつまでも健康で生きがいを持ち、自立して暮らし
ていける環境づくりを進めます。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○平均寿命の伸長や価値観の多様化などに伴
い、積極的に社会活動に参加する元気な高
齢者が増えています。

○ひとり暮らし等の高齢者の増加とともに、
身近な地域で自立した生活を送ることが困
難な高齢者が増えています。

○介護保険制度は、施行後５年が経過し、介
護サービス供給基盤の充実やサービス利用
の拡大など、老後の生活を支える制度とし
て着実に定着しています。

（ ）○要支援や要介護１の軽度の要介護 要支援
認定者が大幅に増加しています。

３ 施策の展開（施策の進め方）

生きがいづくりの推進
高齢者がいつまでも元気で、自ら地域社会を支えていけるよう、学習機会の確保や様々な社

会活動への参加を促進します。
○シルバー大学校における地域活動推進者の養成
○高齢者の生きがいと健康づくりなどを図る文化・スポーツイベントの開催

総合的な介護予防システムの確立
高齢者が介護を必要とする状態にならないよう、また、重度化しないようにするため、介護

予防対策の充実を図ります。
○要支援者を対象とした新予防給付の促進
○要支援、要介護となる恐れの高い高齢者を対象とした地域支援事業の促進
○生活援助員を配置したシルバーハウジング等の整備促進
○地域包括支援センター の整備促進※１

介護サービスの充実
介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域において、尊厳を持って生活できるよう、特別

。養護老人ホームや在宅介護サービスなど介護サービス供給基盤の整備と質の向上を促進します
○地域密着型サービス の普及・定着の促進※２

○利用者の事業者選定に資する介護サービス情報の公表の推進
○認知症高齢者対策の充実
○高齢者虐待の未然防止、早期発見及び早期対応の仕組みづくりの促進

※１ 市町村が設置する、公正中立な立場から地域の( )介護予防マネジメント( )総合相談・支援( )権利擁護( )包括1 2 3 4
的・継続的マネジメントを担う中核的な機関

※２ 高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供される認知症高齢者グループホームや認知
症高齢者専用デイサービス、定員３０人未満の特別養護老人ホームなどのサービス

要 介 護 （要 支 援 ）認 定 者 数 の 推 移

0

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0
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（人 ）

栃 木 県 保 健 福 祉 部 調 べ※ 各 年 ４月 末 現 在



４ 成果指標（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10

8.4 13.7 17.0 18.5要介護認定率（％） －
( ) ( ) ( ) ( )H12 H16 H22 H26

新予防給付及び地域支援 － － 検討中 検討中0
事業のサービス提供量 ( ) ( ) ( )H17 H22 H26

4.1 4.2 4.3高齢者の競技団体加入率 － －
（％） ( ) ( ) ( )H17 H22 H27

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 栃木県高齢者保健福祉計画「はつらつプラン２１（三期計画 （仮称 （H18～H20）） ）」

イラスト
又は

写　　真

○新予防給付や地域支援事業による
　介護予防対策の推 進
○地域密着型サービス等の供給基盤
　の 整備

地 域・ＮＰＯ・
ボランティア

○ひとり暮らし 高齢者の見守り
○高齢者が参加 できる地域活動
　の機会づくり

県
市町村

○質 の高い介護サービスの提供
○利用者が選択できる介護サービス
　に 関する情報の提 供

事業者

○高齢者との 世代間交流への 参加
○自発的、積極的な介護予防 の実践

県 民



２２３ 障害者の自立支援と豊かな地域生活の実現

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

すべての障害者が、身近な地域で必要なサービスを自分の意思で選択することができ、働くこ
、 。とを含めその人らしく自立して暮らし 積極的に社会活動にも参加できる環境づくりを進めます

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○障害保健福祉の総合化、自立支援型システムへの転換、持続可能な制度の確保を柱とする障害
保健福祉施策の改革が進められています。

○地域における障害者の自立した生活を支えるための相談支援体制やサービス供給体制の確立が
課題となっています。

○授産施設などの整備は進んでいますが、一般就労を始め、働く意欲と能力がある障害者の働く
場の確保が、まだ十分ではありません。

３ 施策の展開（施策の進め方）

障害者の自立の促進
日常生活における様々な相談に応じることができるよう相談体制をより充実させるなど、身

近な地域で、継続かつ一貫した支援を提供できる環境を整備します。
○発達障害者支援体制の充実
○障害者施設の相互利用等の促進
○県北・県南地域におけるリハビリテーション拠点施設の整備促進

障害者の安全で安心な暮らしの実現
地域で生活していく上で必要となる住まいや各種のサービスを確保するとともに、犯罪被害

や事故・災害から身を守るための仕組み・体制を整備します。
○就労支援などを行う障害者の自立支援施設等の整備促進
○在宅福祉サービスなど生活の継続に必要な支援体制の確保
○障害児放課後対策の促進

障害者の社会参加の促進
社会のバリアフリー化 を図るとともに、障害者の雇用拡大や情報・コミュニケーション支※ １

援を進めることにより、障害者の社会活動への参加を促進します。
○障害者就業・生活支援センターの整備促進
○労働関係機関との連携による障害者雇用の促進

※１ 段差等の物理的な障壁だけでなく、制度的な障壁、情報面や意識上の障壁を含む、すべてのバリア（障壁）を取
り除くこと。

グ ル ー プ ホ ー ム の利 用 定 員
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４ 成果指標の設定（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10

10,269 12,424 14,412介護給付費等の支給決定 － －
件数（件） ( ) ( ) ( )H16 H22 H27

グループホーム・ケアホ 検討中 検討中68 163 479
ーム利用者数（人） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H6 H11 H16 H22 H27

1,731 1,722 1,869 2,000 2,150障害者雇用者数（人）
( ) ( ) ( ) ( ) ( )H6 H11 H16 H22 H27

障害者スポーツ大会競技中の写真
（車いすバスケ等）

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 「とちぎ障害者プラン２１ （H15～H19）」

イラスト
又は

写　　真

○地域での生活を支える在宅サービスや
　グループホームの充実
○自己決定・自己選択を支える
　相談支援体制の充実

地域・ＮＰＯ・
ボランティア

○障害者が参加できる地域活動の
　機会づくり
○障害者が安心して生活できる
　環境づくり

県
市町村

○サービスの質の向上
○利用者が選択できる福祉サービス情報の提供
○施設の地域への開放

事業者

○障害者との交流行事への参加
○障害者の自発的な社会参加

県 民



２２４ 地域の保健・福祉を支える基盤づくり

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

住み慣れた地域社会において県民誰もが安心して生活できるよう、地域の保健・医療・福祉を
支える基盤づくりを進めます。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○県民の保健・医療・福祉に対するニーズが多
様化、高度化しています。

○高齢者や障害者等の支援を必要とするすべて
の人々の自立や社会参加が進んでおり、より
一層、ノーマライゼーションの考えを広めて
いくことが重要となっています。

○高齢化の進行や保健医療を取り巻く環境の変
化により、看護・介護職員に求められる技術
等が高度化するとともに幅広い分野での活動
が進んでいます。

３ 施策の展開（施策の進め方）

総合的な保健・福祉サービス提供体制の整備充実
支援を必要とする人々を含むすべての人が住み慣れた地域社会で安心して暮らせるよう、福

祉サービスの質の向上や保健・医療・福祉が一層連携した総合的なサービス提供体制の整備を
進めます。

○健康危機管理 体制の充実※１

○福祉サービス第三者評価制度・介護サービス情報の公表制度の普及促進
○地域福祉権利擁護事業、成年後見制度の利用促進

社会福祉活動への県民参加の促進
地域福祉の推進に関する市町村計画の策定に対する支援などを進め、福祉ボランティアや民

生委員・児童委員活動等を促進します。
○ボランティアコーディネーターの配置支援、リーダー等養成研修の実施

ひとにやさしいまちづくりの推進
誰もが円滑に利用できるよう建築物、道路、公園等の公共的施設のバリアフリー化を進める

とともに、ひとにやさしいまちづくりに対する県民一人ひとりの意識高揚に努め、すべての県
民が社会参加できる生活環境の整備を推進します。

○ひとにやさしいまちづくり条例に基づく公共的施設の整備促進
○県・市町村・事業者・県民が連携した普及啓発

保健・医療・福祉を支える人材の育成
質の高い看護職員の養成を図るとともに、看護職員及び介護職員の県内への定着や離職者の

再就業の促進により、保健・医療・福祉を支える人材の育成・確保を推進します。
また、看護職員及び介護職員に対する専門研修を充実・強化し、資質の向上を進めます。
○看護師養成所等への支援・指導
○福祉人材センターやナースセンターによる就労の斡旋・相談・普及啓発の推進
○健康づくりセンターや福祉人材センターによる体系的な研修の推進

※１ 健康危機管理とは、感染症・食中毒・医薬品・自然災害などによって起こる「命や健康の安全を脅かす事態」に
対して行われる健康被害の発生予防・拡大防止・治療等に関する業務を言う。
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４ 成果指標（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10

0 50.0 60.0福祉サービス第三者評価 － －
受審施設 の割合（％） ( ) ( ) ( )※２ H16 H22 H27

66 595 1,500 2,000ひとにやさしいまちづく －
り条例整備基準に適合す ( ) ( ) ( ) ( )H12 H16 H22 H27
る公共的施設数

看護職員従事者数（人） －12,646 14,966 18,608 21,000
( ) ( ) ( ) ( )H6 H10 H16 H22

※２ 障害者福祉施設、児童福祉施設、老人福祉施設等の福祉サービスの提供者が、サービスの質の向上や利用者への
情報提供等を目的として第三者である評価機関の評価を受ける制度

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 「栃木県地域福祉支援計画 （H17～H21）」

イラスト
又は

写　　真

○市町村による 地域福祉計画の策 定
　及 び県による 策定の 支援
○地域住民 ・NPO等による福祉活動
　に 対する 人材育成等 の支 援
○健康危機管理体制の 充実

ボランティア

○相互援助による地 域の福祉課題
　へ の対 応

県
市町村

○ 質の 高い福 祉サービス の提 供
○ 情報提供と 地域 との連 携
○ 建築物等の バリアフリー化 の推進

事業者

○福 祉への 理解 と地域福祉活動
　へ の積極的参加
○高齢者・ 障害者等すべての人
　の 社会的自立 に対す る理 解

県 民

ボランティア

支援を必要とする
人　（世帯）

民生委員・児童委員

保健師

医師ホームヘルパー

ケアマネージャー

社会福祉協議会 近隣住民

　　行政機関

親族・友人



すべての県民が健康で生き生きと暮らし、安心して快適に生活できる社会を実現す

る。

平均寿命が伸び続ける中、健康寿命を伸ばし、県民一人ひとりが生涯にわたり元気

で快適に暮らしていくことは、すべての県民の願いです。

しかし、生活習慣病については、がんや心臓病、糖尿病などが増加傾向にあり、脳

卒中も死亡率は依然として全国よりも高い水準にあります。

また、医学・医療技術の進歩、県民の健康や医療、食品の安全性に対する意識の高

まりなどにより、保健・医療・生活衛生に対する県民ニーズが多様化・高度化してい

ます。

そこで、生涯を通じた健康づくりを推進するとともに、すべての県民が良質かつ適

、 、切な医療を効率的に受けられるよう医療提供体制などの整備・充実を図り さらには

食品の安全性確保対策を推進するなど、県民が安全で快適に暮らせる生活衛生を確保

していくことが求められています。

○すべての県民が健やかな生活を送れるよう、健康づくり運動と疾病予防対策を推進します。

○すべての県民が安心して良質な医療を効率的に受けられる体制を整備します。

○食品の安全や衛生的な生活環境の確保を図ります。

目的実現に向けた取組の方向

目 的

現 状と 課 題

脳卒中による年齢調整死亡率の推移
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２３１ 健康づくりと疾病予防対策の推進

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

乳幼児から高齢者まで、県民一人ひとりが健やかな生活を送れるよう、健康づくり運動と疾病
予防対策を推進します。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○脳卒中の年齢調整死亡率は、改善傾向にあり全国平均との差も縮まっているものの、全国順位
で見ると依然として高い状況にあり、特に女性の高さが目立っています。

○がんによる死亡率は、昭和６１年以降死因の第１位を占め、なおかつ、増加傾向にあります。

○最近では、アジアにおいてＳＡＲＳや高病原性鳥インフルエンザが発生するなど、我が国にお
いても動物由来感染症 の発生リスクが高まってきています。※１

※１ 、高病原性鳥インフルエンザ、ペスト、エキノコックス症、狂犬病など、動物から人間へ感染する疾病SARS

３ 施策の展開（施策の進め方）

健康づくりの推進
食生活や運動等の生活習慣の改善やがん、心臓病、脳卒中、糖尿病等の生活習慣病の予防に

関する具体的な目標を掲げ、県民運動の展開や健康診査の受診率向上など、総合的な健康づく
りを推進します。
○一次予防重視の生涯健康づくりの推進
○生活習慣病改善のための調査分析及び普及啓発
○予防、早期発見・治療等の体系的ながん総合対策の推進
○健診未受診者・未治療者・医療中断者の指導強化などの糖尿病対策の推進
○予防から療養に至る総合的な脳卒中対策の推進

疾病予防対策の推進
結核、感染症等の疾病に関わる健康リスクの低減に向けた取組を推進します。
○結核予防対策の推進
○動物由来感染症対応体制の整備
○若年層を対象とした性感染症予防対策の推進

６５歳未満がん部位別死亡率（人口１０万人対）
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資料：国勢調査（総務省）、平成１５年栃木県人口動態調査
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４ 成果指標（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10

38.2 43.1 47.7 55.0 60.0基本健康診査の受診率
（％） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H6 H11 H15 H22 H27

60.8 59.3 62.7 65.0 66.0正常血圧者の割合（％）
( ) ( ) ( ) ( ) ( )H5 H10 H15 H22 H27

10 28.1 25.9 17.9 10.0 8.0結核罹患率（人口 万
対 （人） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )） H5 H10 H15 H22 H27

健康診断等の写真

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 「とちぎ健康２１プラン （H13～H22）」

イラスト
又は

写　　真

○食生活や運動などの生活習慣改善による
　健康づくりの推進
○脳卒中などの生活習慣病予防対策の推進
○感染症の発生予防、まん延防止、情報提
　供、啓発活動の実施

地 域

○住民団体や自治会等による住民相互、
　地域ぐるみの健康づくりへの取組

県
市町村

○学校や職場での健康診断、健康教育、
　健康相談の実施や運動実践
○食料や健康関連産業の事業者による
　健康づくりの推進

学校・職場・
企業等

○健康づくりに対する正しい理解と実践
○定期的な健康診断の受診
○衛生的生活環境の保持、確実な
　予防接種の受診

県民・家庭

総合的な健康づくりの
推進

一次予防の重視
生涯を通じた健康づく
り

栄養・食生活の改善

運動・身体活動の推進

　　飲酒対策

脳卒中・心臓病対策

　　　がん対策　　糖尿病対策

　歯の健康の推進

　
　　喫煙対策

休養・こころの健康確保



２３２ 安心で良質な医療の確保

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

多様化・高度化する医療需要に的確に対応し、すべての県民が安心して良質な医療を効率的に
受けられる体制を整備します。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○医療技術の急速な進歩発展に伴い、医療内
容の高度化・専門化が進むとともに医療サ
ービスに対する要求もより多様化・高度化
しています。

○医療の高度化・専門化をはじめ、患者の大
病院志向や病院勤務医の開業の増加などに
より、地域の中核病院における医師不足が
深刻になっています。

○国際化の一層の進展に伴い、 等新興SARS
感染症の感染の危険性が増しています。

○疾病構造の変化や県民の健康に対する関心
の高まりと相まって、安全で有効な医薬品
等に対する関心も高まっています。

○医療費の増大により、市町村の国民健康保
険財政への負担が大きくなっています。

３ 施策の展開（施策の進め方）

良質で適切な地域医療の実現
医療機関相互の連携強化を図るとともに、医療技術の進展や新たなニーズに対応した高度先

進医療や特殊医療機能の確保など、良質な医療を効率的に提供する体制の整備を促進します。
○子ども医療センターの運営の支援
○公的病院等における小児科、産科、内科の医師確保への支援
○がんセンターと地域の医療機関との連携推進による高度専門医療の充実

救急医療体制の充実
初期救急医療体制の拡充を図るとともに、患者の症状に応じた効率的な救急医療を提供でき

る体制の整備を促進します。
○関係機関との連携による小児救急医療体制の未整備地域の解消
○救急医療体制における初期、二次、三次の機能分化の促進
○救急現場から医療機関へ搬送されるまでの救護体制の充実

感染症・難病・精神医療対策の充実
感染症患者に対する医療の確保をはじめ総合的な難病患者支援体制や精神科医療体制の充実

など、個々の疾患に応じたきめ細かな保健医療対策を推進します。
○新興感染症等対応医療機関の確保 ○難病患者の居宅生活支援事業の促進
○予防・治療から社会復帰までを支援する総合的な精神障害者対策の推進

血液や臓器移植対策の推進
献血者の安定的な確保を図るとともに、円滑な臓器移植実施のための体制を整備します。
○ 献血などの効果的な広報啓発 ○院内移植コーデｨネーターの設置促進４００ｍｌ

医薬品などの有効性と安全性の確保
事業者への監視指導を充実し、医薬品や医療機器などの有効性や安全性の確保を進めます。
○医薬品等取扱施設に対する計画的・効果的な監視指導の実施

国民健康保険制度の安定的運営の確保と医療費の適正化推進
国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、保険者である市町村への総合的な支援を

行います。
○市町村に対する国民健康保険財政安定化のための支援
○医療費の適正化推進のための助言・支援

６５歳未満三大死因死亡率（人口１０万対）
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４ 成果指標（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10

116.7 118.2 110.0 110.0６５歳未満の三大死因 －（が

に ( ) ( ) ( ) ( )ん、心臓病、脳血管疾患） H11 H15 H22 H27
おける死亡率(人口 万１０
対) （人）

17 30 60(財)日本医療機能評価機 － －
構の評価受審病院数 ( ) ( ) ( )H16 H22 H27

10.0 30.0 100 100小児救急に対応できる救 －
急医療圏の割合（％） ( ) ( ) ( ) ( )H11 H16 H22 H27

自治医科大学とちぎ子ども医療センター（完成予想図）

獨協医科大学とちぎ子ども医療センター

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 「栃木県保健医療計画 （H16～H20）」

イラスト
又は

写　　真

○質 の高 い医療供給体制 の整備
○小児科 、産科等医師確保の支 援
○初 期、 二次、 三次救急体制の 充実

県
市町村

○医療機関相互 の連携 による効率的な 医療 の提 供
○安全 で質 の高 い医療 の提 供

医療機関

○症 状に応 じたかかりつけ 医などの 医療機関の 利用
○献 血への 協力
○臓器移植 に対 する 理解と 協力

県 民



２３３ 食品の安全と生活衛生の確保

１ 施策の目標（県民との共通目標である成果目標）

県民が安心して快適な生活ができるよう、食品関係営業者等による自主管理などを促進し、食
品の安全や衛生的な生活環境の確保を図ります。

２ 現状と課題（施策の必要性の背景）

○ＢＳＥ問題や食品の産地偽装表示など、食
品の安全に対する県民の信頼を損ねる事件
・事故が多発しています。

○ノロウイルス等による集団食中毒や入浴施
設でのレジオネラ感染など施設の衛生管理
に起因する事故が発生しています。

○海外からの愛玩動物の輸入増加に伴う動物
の種類の多様化や動物と寝食を共にするな
どの飼養形態の変化、感染症の増加などの
問題が生じています。

３ 施策の展開（施策の進め方）

食品の安全性確保の推進
食品の生産から流通までの安全を確保し、食品に起因する事故の発生を防止するため、食品

関係事業者に対する監視指導や適切な助言、栃木県食品自主衛生管理認証制度（とちぎハサッ
プ ）の導入推進や安全・安心な食品供給体制の確立を進めます。※１

○とちぎハサップに基づく食品関係施設等の認証の推進及び認証施設等の情報提供
○食品営業施設等における監視指導の計画的実施
○ＪＡＳ法など関係法令に基づく適正な表示の実施指導

生活衛生関係営業施設等の衛生水準の維持向上
理・美容業や公衆浴場業などの生活衛生関係営業施設等に対する自主管理の推進や監視・指

導、経営相談等を通して、施設の衛生水準の向上を図ります。
また、特定建築物への立入検査や住居衛生の指導を実施し、住環境衛生の向上を図ります。
○生活衛生関係営業者に対する指導及び施設への監視指導の実施
○住環境衛生の相談業務の実施

動物の適正飼養の推進
狂犬病等動物から人に伝播する感染症の予防や危険動物の適正管理を指導するなど動物の適

正飼養を推進します。
○動物愛護指導センターにおけるペットの正しい飼育等に関する普及啓発事業の実施
○動物取扱業事業者への指導の実施

※１ 食品関係施設の衛生水準の向上と食品の安全確保を図るとともに、県民の安全・安心な食生活に寄与することを
目的に、 （ハサップ）方式を取り入れて、食品関係事業者の自主的な衛生管理方法を認証する制度ＨＡＣＣＰ

方式 原材料の仕入れから出荷までの各工程で、危害防止に繋がるポイントを監視・記録することで、製品のＨＡＣＣＰ ：
安全性を確保するシステム
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４ 目標値の設定（施策の達成状況を見る尺度）

成果指標名 概ね 年前 概ね５年前 基準年 目 標 長期目標10

20 100 150とちぎハサップ認証施設 － －
数 ( ) ( ) ( )H17 H22 H27

0.4 1.7 2.0 0.5 0.3食品検査 の違反率※２

（％） ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H6 H11 H16 H22 H27

13 29 17 10 10食中毒発生件数
( ) ( ) ( ) ( ) ( )H6 H11 H16 H22 H27

※２ 食品製造所及び店頭における食品中の添加物、細菌、異物、表示などに関する検査（収去検査）

５ 期待される主な主体の役割

◆部門計画 「とちぎ食の安全・安心行動計画 （H17～H19）」

イラスト
又は

写　　真

○食品の安全性に関する情報提供
　や普及啓発
○とちぎハサップの導入促進
　や生活衛生施策の総合推進

ボランティア

○食品表示等に関する情報収集と提供

県
市町村

○適正な食品表示や食品の安全性に関する情報提供
○とちぎハサップに基づく自主衛生管理の実施
○営業施設の衛生水準の確保

事業者

○食品の安全性や生活衛生に対する正しい理解
○ペットの正しい飼育

県 民


